
新可燃ごみ処理施設整備事業

R2事業費　2,442百万円　

○神栖・鹿嶋両市が共同で行う新可燃ごみ処理施設整備の事業費について，事業主体の鹿島地方事務組合へ負担金を拠出
する。
　＜負担割合＞　神栖市５７．８％　鹿嶋市４２．２％　【均等割１０％，人口割９０％】
　　　　　　　　　（令和2年4月1日現在の常住人口：神栖市95,321人，鹿嶋市67,080人）
　＜事業期間＞　令和２年度から令和５年度

事業概要

※3　鹿島共同再資源化センター倉庫等の移転に伴い必要となる代替駐車場整備費
※4　鹿島共同再資源化センター倉庫等の移転に伴い支払う駐車場用地の賃借料
※5　建設予定地内にある鹿島共同再資源化センターの倉庫等の移転に係る補償

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 鹿島地方事務組合 　構成市負担額 D （A-B-C）

予算項目 事業費A 国庫補助B 起債C 　 神栖市 　 　 鹿嶋市 　 　

　 　 　 復興特交 市債 一般財源 　 復興特交 市債 一般財源

施設整備費 7,600.3 1,779.9 1,695.5 4,124.9 2,384.2 1,954.6 102.8 326.8 1,740.7 1,427.0 75.1 238.6

駐車場整備費※3 97.0 0 0 97.0 56.1 0　 0 56.1 40.9 0　 0 40.9

土地賃借料※4 1.5 0 0 1.5 0.9 0　 0 0.9 0.6 0　 0 0.6

土地購入費 202.0 0 202.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

移転補償費※5 200.0 0 200.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 8,100.8 1,779.9 2,097.5 4,223.4 2,441.2 1,954.6 102.8 383.8 1,782.2 1,427.0 75.1 280.1

R2事業費内訳

総事業費（Ｒ２～Ｒ５）
15,787百万円※1

国庫補助額
3,560百万円

起債額※2

7,049百万円
神栖市負担額
2,993百万円

鹿嶋市負担額
2,185百万円

※1　本体工事，施工監理，土地購入，移転補償，土地賃借に係る費用
※2　鹿島地方事務組合において起債する


